
1 事業者

２ ご利用施設

３ 事業の目的と運営方針等

（１）法人理念

適切な医療、福祉サービスの提供により、地域社会に貢献することを目指す。

１.人に優しい医療、期待を超えた介護にこだわる。

２.人格の涵養と技術の研鑽に日々努力する。

３.全従業員が同じ価値観を共有する。

（２）事業の目的及び運営方針の特徴

① 施設は、居宅サービス計画及び施設サービス計画に基づき、医学的管理の下における看護

　 ・介護、機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、要介護・

　 要支援状態の軽減や悪化の防止、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神

   的負担の軽減を図るものとする。

② 施設は、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場にたって介護保険施設サービ

　 スを提供するように努めるものとする。

③ 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、

　 各保険者、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医

   療福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

　０９３－６１８－７３３１

事 業 者 の 名 称

施 設 の 名 称

施 設 の 所 在 地

施 設 長 名

法 人 所 在 地

法 人 種 別

代 表 者 名

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

　医療法人　香林会

　北九州市八幡西区香月中央一丁目１４番１８号

電 話 番 号

　０９３－６１７－０１７３

　医療法人

　伊佐　泰樹

短期入所療養介護サービス

＜令和　８年　４月　１日＞

　永野　隆治

　０９３－６１７－２８１９

　介護老人保健施設　香月の杜

　北九州市八幡西区香月西三丁目１０番２０号

　０９３－６１８－７３３７

介護予防短期入所療養介護サービス

重要事項説明書

Ｆ Ａ Ｘ 番 号
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４ 施設で実施する事業

（施設サービス）

　 介護老人保健施設 　事業者指定年月日　平成１４年　４月１５日

（居宅サービス）

通所リハビリテーション 　事業者指定年月日　平成１４年　４月１５日

短期入所療養介護 　事業者指定年月日　平成１４年　４月１５日

介護予防通所リハビリテーション 　事業者指定年月日　平成１８年　４月　１日

介護予防短期入所療養介護 　事業者指定年月日　平成１８年　４月　１日

５ 施設の概要

（１）療養室

（２）主な設備

一 般 浴 室 ６室

談 話 室 ４室

２室

レクリエーションルーム １室

機 能 訓 練 室 １室

設 備 の 種 類 室　　数 備　　考

食 堂 ５室

（特別な療養室あり）

室　　数 備　　考

２２室 ２階南側　冷蔵庫あり

デ イ ル ー ム １室

多床室（３人部屋）

特 殊 浴 室 １室 特殊浴槽　１台

診 療 室 １室

療 養 室 の 種 類

従 来 型 個 室

従 来 型 個 室 ２２室
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６ 従業員体制（主たる従業員）

理事会の決定する方針に従い、施設の運営管理を総括すること。

利用者の健康管理と保健衛生の指導及び医療の処置に適切な措置

を講ずること。

施設長（医師）の指示を受けて行う利用者の看護、保健衛生及び

介護に関すること。

施設長（医師）の指示を受けて行う利用者の日常生活全般にわた

る介護に関すること。

施設長（医師）の指示を受けて行う利用者の機能訓練指導に関す

ること。

施設長（医師）の指示を受けて行う利用者の生活相談、指導に関

すること。

施設長（医師）の指示を受けて行う利用者の施設サービス計画の

作成に関すること。（介護従業員兼務）

施設長（医師）の指示を受けて行う利用者の栄養管理指導、献立

の作成、栄養の計算、食品の管理及び調理指導に関すること。

７ 従業員の勤務体制

介護支援専門員

４週６休

理学療法士
作業療法士

　正規の時間帯　常勤の勤務　　　　８:４５　～　１７:００

　日　　　勤　　　　　　　　　　　８:４５　～　１７:００

支援相談員 １人以上

介護従業員

理学療法士
作業療法士

１人以上

休 暇

　正規の時間帯　常勤の勤務　　　　８:４５　～　１７:００ ４週６休

４週６休

看 護 師

介護従業員

医 師

　正規の時間帯　常勤の勤務　　　　８:４５　～　１７:００

職 種 勤　務　体　制

介護支援専門員 １人以上

管理栄養士

　正規の時間帯　常勤の勤務　　　　８:４５　～　１７:００

施 設 長

１人以上

　正規の時間帯　常勤の勤務　　　　８:４５　～　１７:００支援相談員

　遅　　　出　　　　　　　　　　１２:４５　～　２１:００

　夜　　　勤　　　　　　　　　　１６:４５　～　　９:００

週休２日

管理栄養士 　正規の時間帯　常勤の勤務　　　　８:４５　～　１７:００

　早　　　出　　　　　　　　　　　７:００　～　１５:１５

　日　　　勤　　　　　　　　　　　８:４５　～　１７:００

　遅　　　出　　　　　　　　　　１２:４５　～　２１:００

　夜　　　勤　　　　　　　　　　１６:４５　～　　９:００

　早　　　出　　　　　　　　　　　７:００　～　１５:１５

週休２日

４週６休

４週６休

４週６休

施 設 長
（ 医 師 ）

１人

看 護 師 ６人以上

職 種 職　務　内　容 員　数

１２人以上
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８ サービスの内容

（１）保険給付サービス

　　（基本的な食事時間）

朝食　　８:００　～

昼食　１２:００　～

夕食　１８:００　～

　　 プーリー　　肋木　　平行棒　　訓練台　　ホットパック

マイクロ波　　インブレイス　　車イス　　歩行器

各種パワーリハビリテーション機器

　　（相談窓口）　看介護部長　　支援相談員

各種レクリエーション用具(ボール,輪投げ,文房具,絵画具など)

農具　　工具　　将棋　　囲碁　　花札　　カラオケ　など

各種レクリエーション（歌，ボール遊び，手芸，体操など）

散歩　　買い物　　園芸　　料理　　茶話会　　誕生日会

季節行事　など

・利用者の状況に即して理学・作業療法士による機能訓練を行い、心身

　の諸機能の維持回復を図り、日常生活が自立できるようリハビリテー

・個人としての尊厳に配慮し、適切な整容、身嗜みが行われるよう援助

　ションを行います。

・定期的にシーツ交換を行います。

・当施設の保有するリハビリ器具機 能 訓 練

・寝たきり防止のため、出来る限り離床訓練を行います。

離床・着替え
整 容 等

・生活のリズムを考え、朝夕の着替えを行うように配慮します。

　します。

入 浴

・管理栄養士の立てる献立表により、栄養と利用者の身体状況に配慮し

　た最適の食事を提供します。

・食事は出来るだけ離床し、食堂で食べるようにします。

・排尿、排便は利用者の状況に応じて適切に介助を行うと同時に、排泄

　の自立性を指導します。

・入所中は週３回以上の入浴または清拭を行います。

・寝たきり等で座位のとれない方は、特殊浴での入浴も可能です。

種 類 内　　　　　容

食 事

排 泄

相談及び援助

当 施 設 で の
医 療 行 為

そ の 他

・ボランティアによる各種行事の受け入れ　など

・当施設では、必要な教養娯楽設備を整えるとともに、施設内での生活

　を実りあるものとするため適宜レクリエーション行事を企画します。

・主な娯楽設備・用具

　療行為は原則として行いません。ただし、当施設担当医によって当施

  設内でも可能と診断された疾病に対する医療行為（投薬、注射、小外

　科処置等）については当施設のサービスとして行うことが出来ます。

　利用者の病状からみて当施設において必要な医療の提供が困難と考え

　られたときは、迅速に協力医療機関または利用者・身元保証人の希望

・当施設は利用者及び身元保証人からの相談については誠意を持って対

　応し可能な限り必要な援助を行うよう努めます。

・当施設は介護老人保健施設であるため、施設内での診断、治療等の医

・主なレクリエーション行事

　する医療機関に引き継ぎ、その由を家族に連絡します。（この場合の

　医療費負担の一部は本人の医療保険等による。）
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（２）保険給付外サービス

（３）その他

・複写に際しては実費相当額を負担して頂きます。

９ 利用者負担金

お支払いいただく利用者負担金は次のとおりです。

（１）保険給付の自己負担額

施設サービス費（介護保険制度では要介護（要支援）認定による要介護（要支援）の程度に

よって利用料が異なります。以下は１日あたりの自己負担１割の金額です。２割負担の方は

約２倍、３割負担の方は約３倍の金額になります。）

＊入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行った場合は、片道につき１８７円加算されます。

＊夜勤従業員を基準数配置しておりますので、１日につき２５円加算されます。

＊介護福祉士を基準数配置しておりますので、１日につき２３円加算されます。

＊個別リハビリテーションを行った場合には１日につき２４４円加算されます。

＊医師の指示せんに基づく療養食を提供した場合には１食につき９円加算されます。

＊居宅サービス計画において計画的に行うこととなっていない短期入所を行った場合には１

  日につき９２円加算されます。（利用開始日より７日間を限度）

＊ご利用者の容体が急変し緊急時の対応を行った場合には緊急時施設療養費として１日につ

　き５２６円加算されます。（月１回、連続する３日を限度）

＊要介護４、５であって、別に厚生労働大臣が定める状態である者に対し、医学的管理のも

  と、短期入所療養介護を行った場合には重度療養管理加算として１日につき１２２円加算

  されます。

＊生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っておりますので、1月につき

　１１円加算されます。

＊在宅復帰・在宅療養支援(Ⅱ)の基準を満たす場合には、１日につき５２円加算されます。

＊介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）として、所定単位数に５４／１０００加算されます。

★介護保険料の滞納により上記の自己負担額で利用できなくなる場合は、一旦サービス費全

　額（１０割）をお支払いいただき、後日、保険者からの保険給付分の払い戻しを受ける手

　続きが必要となります。

＊居宅サービス計画において当該日に利用する計画の有無に関係なく、治療管理を目的とし

　て短期入所を行った場合には1日につき２７９円加算されます。

　（利用中１０日間を限度）

７８９円

要 介 護 ４

内　　　　　容

理 美 容

６４１円 ６８２円

従 来 型 個 室

サ ー ビ ス の 種 別

・月２回の予定で、委託業者による理美容サービスを行います。

サ ー ビ ス 提 供 記 録 の 保 管 ・この契約の終了後５年間保管します。

要 介 護 ２ ９０６円 ９９３円

サービス提供記録の複写物の交付

１，１１８円

８４６円

多 床 室

要 支 援 １

要 支 援 ２

９７２円 １，０５９円

要 介 護 １ ８３１円 ９１５円

要 介 護 ５ １，０８９円

１，０３２円

１，１７８円

要 介 護 ３
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（２）保険外利用料

① 食　費　 ・朝食　４００円　　・昼食　５７０円　　・夕食　４７５円

② 居住費 （１日当たり）

・従来型個室 １，７２８円 ・多床室 ４３７円

上記①「食費」及び②「居住費」において、負担限度額認定を受けている場合は、認定証に

記載されている負担限度額が１日にお支払いいただく費用の上限となります。

③ 入所者が選定する特別な療養室料（２階南側個室）

④ 日用品費

ティッシュペーパー、歯磨き粉、歯ブラシ、義歯洗浄剤等

⑤ 教養娯楽費

利用者の趣味や希望に合わせた活動等

⑥ 理美容代

⑦ 電気使用料（特別な療養室を除く） １コンセントにつき

⑧ 居室テレビ利用料

⑨ 洗濯代

＊④⑦⑧⑨は別途申し込みが必要

（３）利用者負担金の支払い方法

事業者は利用者負担金の請求書に明細を付して、退所日に利用者に請求し、利用者は退所日

当日現金にてお支払いただきます。或いは、翌月２０日までにお支払いいただくことも可能

です。

＊利用者及び身元保証人は当施設に対し、本書面に基づく短期入所療養介護サービス、又は

　介護予防短期入所療養介護サービスの対価として、利用単位ごとの料金をもとに計算され

　た月ごとの合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計

　額を支払う義務があります。

（４）領収書の発行

事業者は利用者から利用者負担金の支払いを受けたときは領収書を発行します。なお、領収

書の再発行はいたしません。

（５）療養室の明け渡し

契約が終了するときは利用者負担金を支払いの上、契約終了日に療養室を明け渡していただ

きます。契約終了日に療養室を明け渡さない場合、本来の契約終了日の翌日から実際に療養

室を明け渡された日までの期間に係る所定の利用者負担金をお支払いただきます。

３００円／１日

３６０円／１日

１５０円／１日

２００円／１日

実　　費

５０円／１日

６５０円／１袋

6



10 キャンセル規定

（１）利用者の都合によりサービスをキャンセルする場合は、次のキャンセル料を支払うものとし

ます。ただし、利用者の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

（２）キャンセル料は利用者負担金の支払いに合わせてお支払いただきます。

11 事故等発生時の対応

管理者は利用者の安全を図るため、事故発生時または利用者に症状の急変が生じた場合は、速や

かに市町村、協力医療機関、当該入所者の身元保証人等への連絡を行うとともに、必要な措置を

講じます。

12 協力医療機関

　利用日の２営業日前までに連絡があった場合

　利用日の１営業日前までに連絡があった場合

契 約 の 概 要

当施設と香月中央病院とは利用者に病状の急変があった場合、相談・

診療・原則として入院の体制を確保している。また、利用者の病歴等

　の情報を共有する会議を定期的に行っている。

　利用日の１営業日前までに連絡がなかった場合

医療法人　社団翠会　八幡厚生病院

医療機関の名称 医療法人　博栄会　うえの歯科クリニック

利用者負担金の　１００％

無　　　　料

利用者負担金の　　５０％

精神科・心療内科・内科

救急指定の有無 無

電 話 番 号 ０９３-６１７-０１７３

診 療 科 内科・外科・胃腸科・整形外科・泌尿器科・リハビリテーション科

入 院 設 備 ベッド数　７４床

入 院 設 備 ベッド数　４１０床

医療機関の名称 医療法人香林会　香月中央病院

所 在 地 北九州市八幡西区香月中央一丁目１４番１８号

医療機関の名称

北九州市八幡西区長崎町１０番２号

電 話 番 号 ０９３－６９２－６４８０

所 在 地 北九州市八幡西区里中三丁目１２番１２号

電 話 番 号 ０９３－６９１－３３４４

診 療 科

所 在 地

7



13 非常災害時の対応

管理者は災害防止と利用者の安全を図るため、別に定める防災に関する規定に基づき防火管理者

及び消防計画を定め、常に利用者の安全確保に努めるとともに非常災害に備えるため、所轄消防

機関と連絡を密にして、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

14 相談・苦情対応窓口

★ サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

次の公的機関においても相談・苦情の申し出が出来ます。

① 北九州市八幡西区役所高齢者・障害者相談コーナー（介護保険担当）

門 司 区　　〒801-8510 門司区清滝一丁目１－１　　　０９３－３３１－１８８１（内線４７２）

小倉北区　　〒803-8510 小倉北区大手町１－１　　　　０９３－５８２－３４３３（直通）

小倉南区　　〒802-8510 小倉南区若園五丁目１－２　　０９３－９５１－４１１１（内線４７２）

若 松 区　　〒808-8510 若松区浜町一丁目１－１　　　０９３－７６１－５３２１（内線４７２）

八幡東区　　〒805-8510 八幡東区中央一丁目１－１　　０９３－６７１－０８０１（内線４７２）

八幡西区　　〒806-8510 八幡西区黒崎三丁目１５－３　０９３－６４２－１４４１（内線４７２）

戸 畑 区　　〒804-8510 戸畑区千防一丁目１－１　　　０９３－８７１－１５０１（内線４７２）

② 中間市役所介護保険課

  〒809-8501 中間市中間一丁目１番１号    ０９３－２４４－１１１１

③ 福岡県国民健康保険団体連合会（介護サービス苦情相談窓口）

　〒812-8521 福岡市博多区吉塚本町１３番４７号      ０９２－６４２－７８５９

上記ともに対応時間　９:００　～　１７:００（土曜・日曜・祝日除く）

別に定める「消防計画」に則り年２回夜間及び昼間を想定し

窓口担当者　看介護部長　　支援相談員

ご利用時間　月～金　午前９時～午後５時

ご利用方法　電話相談（ＴＥＬ　０９３－６１８－７３３７）

別途定める「消防計画」に則り対応を行います。

消 防 計 画

た避難訓練を利用者の方も参加して実施します。

消防署への提出日　：　令和　２年　３月２６日

防 火 管 理 者　  ：　武内　智

非 常 時 の 対 応

あり

平 常 時 の 訓 練 等

設 備 名 称

防 火 扉 ３箇所

誘 導 灯 ２４箇所 非常通報装置 あり

ガ ス 漏 れ 報 知 器 あり 非 常 用 電 源 あり

あり

当施設ご利用の場合

シ ャ ッ タ ー １箇所

　　　　　　苦情箱（各階に設置）

防 火 設 備

ス プ リ ン ク ラ ー

個数等 設 備 名 称 個数等

　　　　　　面接

屋 内 消 火 栓自 動 火 災 報 知 器

非 常 階 段 ２箇所

あり
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15 損害賠償責任保険

16 当施設ご利用の際に留意いただく事項

さい。

ださい。なお著しい迷惑行為などにより、健全な信頼関係を築く

ことが出来ないと判断した場合は、サービス中止や契約を解除す

ることがあります。

施設内で他の利用者に対する宗教活動及び政治活動はご遠慮くだ

さい。

17 その他

当施設内において、選挙時の不在者投票会場の設置は致しておりません。

従業員に対する贈り物や飲食等のもてなしは、お受けできません。

補 償 内 容

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

補償項目　　２型

来訪者は面会時間を厳守し、必ずその都度、従業員に届け出てく

責任を負いかねます。

ださい。来訪者が宿泊される場合には必ず許可を得てください。

ので事前に必ず従業員に申し出てください。

施設内へのペットの持ち込み及び飼育はお断りします。

ります。よって、外出及び外泊時（特に日・祭日や時間外）でも

法令上、外出及び外泊時も「治療等は入所中の施設の管理」とな

動 物 飼 育

他の医療機関への受診
一般の医療機関の受診には、施設からの依頼状が必要となります

来 訪 ・ 面 会

保 険 会 社

所持品・現金等の管理

宗 教 活 動 ・ 政 治 活 動

外出・外泊の際には必ず行先と帰設時間を従業員に申し出てくだ

施設内の居室や設備、器具は本来の用法にしたがってご利用くだ

さい。これに反したご利用により破損等が生じた場合、賠償して

いただくことがあります。

外 出 ・ 外 泊

原則として自己管理でお願いいたします。盗難や紛失については

迷 惑 行 為
ハ ラ ス メ ン ト 等

騒音等で他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮願います。

また、むやみに他の利用者の居室等に立ち入らないようにしてく

療養室・設備・器具の利用

面会時間　　午前９時～午後７時
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